
建設業許可更新申請の許可通知書発送時期の見直しについて

スケジュール例：有効期間満了の日の2か月前に受け付けた申請の場合（補正等はなしと想定）

令和8年
3月31日
まで

令和8年
4月1日
以降

東京都では、令和８年４月１日以降に受け付ける建設業許可更新申請の許可通知書発送時期を、
「有効期間満了の日」から「審査終了次第すみやかに」に変更します。
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※概ね1か月間の審査が終了次第
すみやかに許可通知書を発送

※許可通知書は更新日に発送
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